
２

反
対
討
論
（
日
本
共
産
党
）

賛
成
討
論
（
自
民
ク
ラ
ブ
）

　

今
定
例
会
で
は
、
平
成
25
年
度
八

潮
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）
に
つ
い
て
日
本
共
産
党
（
反

対
）
と
自
民
ク
ラ
ブ
（
賛
成
）
か
ら

討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

　

本
補
正
予
算
は
、
国
・
県
の
補
助

金
を
活
用
し
市
民
生
活
向
上
の
施
策

に
一
定
程
度
対
応
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
は
、
評
価
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
支
援
対
策
事
業

と
し
て
生
活
保
護
業
務
シ
ス
テ
ム
改

修
委
託
料
に
つ
い
て
は
、
認
め
る
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
８
月
か
ら
実

施
予
定
と
い
う
こ
と
へ
の
生
活
扶
助

基
準
の
引
き
下
げ
の
た
め
の
シ
ス
テ

ム
改
修
の
内
容
だ
か
ら
で
す
。

　

生
活
保
護
は
、
５
年
ご
と
に
検
証

が
行
わ
れ
、
昨
年
は
民
主
党
政
権
下

で
生
活
保
護
基
準
部
会
の
議
論
が
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
自
民
党
は
選
挙

公
約
で
生
活
保
護
の
１
割
削
減
を
掲

げ
、
こ
の
方
向
は
予
算
編
成
の
基
本

方
針
の
中
で
も
「
生
活
扶
助
基
準
や

医
療
扶
助
の
適
正
化
」
と
あ
げ
ら
れ
、

生
活
扶
助
基
準
の
引
き
下
げ
は
、
本

年
８
月
か
ら
２
０
１
５
年
度
の
３
年

間
で
国
費
ベ
ー
ス
で
６
７
０
億
円
と

期
末
一
時
扶
助
70
億
円
を
削
減
す
る

と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
２
０
１

３
年
度
は
生
活
扶
助
基
準
引
き
下
げ

１
５
０
億
円
と
期
末
一
時
扶
助
70
億

円
を
削
減
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

生
活
保
護
基
準
と
は
、
最
低
生
活

費
と
も
い
い
ま
す
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ミ
ニ
マ
ム
と
い
っ
て
国
家
が
国
民
に

対
し
「
最
低
限
こ
れ
だ
け
は
生
活
を

保
障
し
ま
す
」
と
い
う
最
低
生
活
保

障
基
準
で
も
あ
り
ま
す
。
生
活
保
護

を
も
ら
え
る
基
準
と
い
う
よ
り
は
国

の
国
民
に
対
す
る
生
活
保
障
責
任
の

基
準
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
引

き
下
げ
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
国
の

責
任
放
棄
で
す
。
引
き
下
げ
の
理
由

と
さ
れ
て
い
る
不
正
受
給
の
金
額
は

こ
こ
数
年
、
生
活
保
護
費
全
体
の
０
・

４
％
弱
で
推
移
さ
れ
、
報
道
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
の
で
、
不
正
受
給
が
横

行
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
が
あ

り
ま
す
が
、
実
際
に
は
そ
の
程
度
で

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
生
活
保
護

の
捕
捉
率
、
制
度
利
用
で
き
る
は
ず

の
収
入
・
資
産
の
中
で
実
際
に
利
用

で
き
て
い
る
人
の
割
合
は
20
％
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
保
護
の
利
用
要

件
を
満
た
し
て
い
る
人
で
80
％
が
利

用
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
餓
死
等
の
痛

ま
し
い
事
件
が
起
こ
る
こ
と
が
こ
の

こ
と
を
実
証
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
生
活
保
護
基
準
の
引
き

下
げ
は
、
個
人
住
民
税
の
均
等
割
、

就
学
援
助
、
介
護
保
険
料
や
国
民
健

康
保
険
の
一
部
負
担
金
減
免
、
さ
ら

に
は
最
低
賃
金
の
引
き
下
げ
で
労
働

条
件
の
悪
化
な
ど
影
響
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
八
潮
市
は
、
平
成

24
年
９
月
現
在
で
県
内
６
番
目
に
高

い
保
護
率
１
・
67
パ
ー
ミ
ル
と
の
こ

と
で
し
た
。
受
給
者
へ
の
影
響
は
多

大
で
す
。

　

ま
た
、
生
活
保
護
法
改
正
案
が
衆

議
院
で
十
分
な
審
議
も
な
く
可
決
さ

れ
、
参
議
院
で
の
審
議
に
移
っ
て
い

ま
す
。
親
族
の
扶
養
義
務
を
強
化
、

働
け
る
年
齢
層
は
低
額
で
も
就
労
、

制
度
締
め
出
し
を
強
め
る
内
容
の
も

の
で
す
。
市
は
そ
の
防
波
堤
と
な
り
、

生
活
困
窮
者
が
健
康
で
文
化
的
な
最

低
限
の
生
活
を
失
う
こ
と
の
な
い
よ

う
な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
国
の

制
度
改
悪
に
反
対
す
る
と
と
も
に
、

本
議
案
に
反
対
す
る
も
の
で
す
。

　

今
回
の
補
正
予
算
を
見
ま
す
と
、

主
な
も
の
と
し
て
、
歳
入
で
は
、
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
サ
ー
ビ
ス
の
シ
ス
テ
ム
整
備
に
係

る
国
庫
補
助
金
や
Ｌ
Ｅ
Ｄ
街
路
灯
の

導
入
計
画
策
定
に
係
る
国
庫
補
助
金
、

ま
た
は
、
緊
急
雇
用
創
出
基
金
市
町

村
事
業
費
に
係
る
県
補
助
金
な
ど
収

入
の
見
込
み
等
を
的
確
に
捉
え
る
と

と
も
に
、
他
の
財
源
を
有
効
に
活
用

し
た
適
切
な
予
算
措
置
が
な
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ま
す
。

　

一
方
、
歳
出
に
つ
い
て
で
す
が
、

民
生
費
で
は
、
歳
入
に
連
動
し
た
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
サ
ー
ビ
ス
の
シ
ス
テ
ム
整
備
や
Ｌ

Ｅ
Ｄ
街
路
灯
の
導
入
計
画
策
定
委
託

に
よ
り
市
民
生
活
の
安
全
・
安
心
が

図
ら
れ
、
ま
た
、
生
活
保
護
基
準
の

改
正
を
視
野
に
入
れ
た
シ
ス
テ
ム
改

修
経
費
な
ど
適
切
に
予
算
措
置
さ
れ

て
い
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
労
働
費
で
は
、
２
つ
の
緊

急
雇
用
創
出
基
金
市
町
村
事
業
が
予

算
化
さ
れ
、
新
規
の
雇
用
拡
大
と
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図
ら
れ
る
も

の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
教
育
費
な
ど
に
お
い
て
、

寄
附
金
を
そ
の
目
的
に
沿
う
よ
う
に

予
算
計
上
し
て
い
る
点
な
ど
、
適
切

な
予
算
措
置
が
さ
れ
て
い
る
も
の
と

考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
債
務
負
担
行
為
で
は
、「
Ｌ

Ｅ
Ｄ
街
路
灯
借
上
料
」
が
追
加
さ
れ

て
お
り
、
将
来
的
に
市
民
生
活
の
安

心
・
安
全
に
大
き
く
寄
与
す
る
事
業
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討
　
論

に
つ
い
て
、
適
切
に
予
算
措
置
さ
れ

て
い
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
、
今
回
の
補
正
予
算
の
内
容

に
つ
い
て
は
、
年
度
開
始
の
間
も
な

い
時
期
で
は
あ
り
ま
す
が
、
財
源
の

有
効
活
用
を
図
り
な
が
ら
、
健
全
な

財
政
運
営
を
念
頭
に
置
い
た
適
切
な

予
算
で
あ
り
、
ま
た
、
市
民
の
安
心
・

安
全
に
つ
な
が
る
予
算
措
置
が
さ
れ

て
い
る
な
ど
、
大
い
に
評
価
で
き
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

よ
っ
て
、
こ
こ
に
議
案
第
52
号
平

成
25
年
度
八
潮
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）
に
つ
い
て
、
賛
成
の

意
を
表
し
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。

　

５
月
27
日
、
国
連
人
権
理
事
会
に

お
い
て
、
福
島
原
発
事
故
後
の
人
権

状
況
を
調
査
し
た
国
連
「
健
康
に
対

す
る
権
利
」
の
特
別
報
告
者
の
ア
ナ

ン
ド
・
グ
ロ
ー
バ
ー
氏
が
、
調
査
内

容
を
報
告
し
、
日
本
政
府
に
対
す
る

勧
告
を
発
表
し
た
。
追
加
被
ば
く
量

１m
Sv

以
上
の
地
域
で
の
健
康
調
査

の
実
施
や
、
１m

Sv

を
下
回
る
ま
で

は
帰
還
を
強
い
る
べ
き
で
は
な
い
な

ど
、
原
発
被
害
者
の
「
健
康
に
生
き

る
権
利
」
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。

　

日
本
政
府
が
「
年
20m

Sv

」
を
基

準
と
し
た
避
難
政
策
を
採
用
し
た
こ

と
に
よ
り
、
多
く
の
被
害
者
が
、「
自

主
的
避
難
」
の
名
の
も
と
に
、
賠
償

の
あ
て
も
な
い
避
難
を
強
い
ら
れ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
か
ら
避
難
し
た
く

て
も
避
難
で
き
ず
に
高
い
汚
染
地
域

で
の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
方
々

も
た
く
さ
ん
い
る
。

　

ま
た
、
福
島
県
県
民
健
康
管
理
調

査
に
対
し
て
は
、
調
査
の
対
象
が
狭

く
、
内
容
も
不
十
分
で
、
情
報
開
示

に
も
問
題
が
あ
る
こ
と
を
多
く
の
住

民
、
専
門
家
や
弁
護
士
が
指
摘
し
て

き
た
。

　

さ
ら
に
、
昨
年
６
月
に
制
定
さ
れ

た
原
発
事
故
子
ど
も
・
被
災
者
支
援

法
の
基
本
方
針
は
未
だ
策
定
さ
れ
て

お
ら
ず
、
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
ら
は
国
連
特
別
報
告
者
の
報
告
で

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
に
対
し
、
以
下
の
事
項

を
実
現
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　 

記

１　

国
連
の
勧
告
に
従
い
、
追
加
被

ば
く
線
量
1m

Sv

を
下
回
る
ま
で
、

帰
還
が
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
及
び

賠
償
を
継
続
す
る
こ
と
。
ま
た
、

追
加
被
ば
く
線
量
１m

Sv

以
上
の

人
々
を
対
象
と
し
た
健
康
調
査
を

行
う
こ
と

２　

原
発
事
故
子
ど
も
・
被
災
者
支

援
法
の
基
本
方
針
を
速
や
か
に
策

定
す
る
こ
と
及
び
追
加
被
ば
く
量

１m
Sv

以
上
の
地
域
を
支
援
対
象

に
含
め
る
こ
と
。
ま
た
、
実
施
に

当
た
っ
て
事
故
被
害
者
の
意
見
を

真
摯
に
聞
き
、
取
り
入
れ
る
こ
と

３　

原
発
事
故
の
収
束
作
業
員
及
び

除
染
作
業
員
の
長
期
的
な
健
康
管

理
に
関
し
て
、
被
ば
く
量
に
よ
ら

ず
国
が
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
む

こ
と

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
25
年
６
月
20
日

埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先

衆
議
院
議
長　

参
議
院
議
長　

内
閣

総
理
大
臣　

厚
生
労
働
大
臣　

経
済

産
業
大
臣　

　

ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
を
使
用
し

た
こ
と
に
よ
る
被
害
は
多
く
の
労
働

者
、
国
民
、
そ
し
て
建
設
従
事
者
に

広
が
っ
て
い
ま
す
。
現
在
で
も
、
建

物
の
改
修
、
解
体
に
伴
う
ア
ス
ベ
ス

ト
の
飛
散
は
起
こ
り
、
被
害
が
広
が

っ
て
い
る
公
害
で
す
。
東
日
本
大
震

災
で
も
破
壊
さ
れ
た
家
屋
か
ら
大
量

の
ア
ス
ベ
ス
ト
が
発
生
し
、
健
康
被

害
の
危
険
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
建
設
従
事
者
に
ア
ス

ベ
ス
ト
被
害
者
が
多
く
生
ま
れ
て
い

ま
す
。
ア
ス
ベ
ス
ト
の
ほ
と
ん
ど
は

建
設
資
材
な
ど
建
設
現
場
で
使
用
さ

れ
ま
し
た
。
国
は
危
険
性
が
あ
き
ら

か
な
の
に
、
耐
火
の
た
め
と
し
て
ア

ス
ベ
ス
ト
建
材
の
使
用
を
法
令
で
義

務
付
け
、
推
進
し
、
建
材
企
業
も
安

価
な
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
の
販
売

を
続
け
、
被
害
を
拡
大
さ
せ
ま
し
た
。

建
設
産
業
は
３
次
、
４
次
と
い
っ
た

重
層
下
請
構
造
と
、
様
々
な
建
設
現

場
に
従
事
す
る
特
徴
か
ら
、
労
災
認

定
も
困
難
が
伴
い
、
企
業
独
自
の
上

乗
せ
補
償
も
あ
り
ま
せ
ん
。
国
は
石

綿
被
害
者
救
済
法
を
成
立
さ
せ
ま
し

た
が
、
極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
、

一
貫
し
て
抜
本
改
正
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

現
在
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
被
害
に
あ

っ
た
建
設
従
事
者
た
ち
が
、
全
国
６

つ
の
地
方
裁
判
所
に
国
と
建
材
製
造

企
業
へ
補
償
と
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
の

抜
本
改
正
を
求
め
て
裁
判
を
起
こ
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
昨
年
12
月
５
日
、

東
京
地
方
裁
判
所
は
、「
国
は
危
険
性

を
認
識
で
き
た
」
と
し
て
、
建
設
ア

ス
ベ
ス
ト
の
裁
判
と
し
て
は
初
め
て
、

国
の
責
任
を
認
め
、
賠
償
を
命
じ
る

判
決
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。
一
方
で
、

企
業
の
共
同
不
法
行
為
は
認
め
ら
れ

ず
、
企
業
の
責
任
は
免
罪
し
た
た
め
、

原
告
団
は
控
訴
し
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
裁
判
長
は
判
決
文
で
「（
業
界
と

し
て
）
責
任
を
負
わ
な
い
の
は
疑
問

が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と

指
摘
、
立
法
府
に
補
償
形
態
の
再
考

を
求
め
る
異
例
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送

り
ま
し
た
。
司
法
の
場
で
の
結
論
を

問
わ
ず
、
被
害
者
の
苦
し
み
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
と

遺
族
が
生
活
で
き
る
救
済
の
実
施
と
、

被
害
の
拡
大
を
根
絶
す
る
対
策
を
直

ち
に
と
り
、
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
の
早

期
解
決
を
求
め
ま
す
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
25
年
６
月
20
日

埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先

衆
議
院
議
長　

参
議
院
議
長　

内
閣

総
理
大
臣　

厚
生
労
働
大
臣　

国
土

交
通
大
臣　

環
境
大
臣

国
連
の
勧
告
に
従
い
、原

発
被
害
者
の「
健
康
に
生

き
る
権
利
」の
保
障
を
求

め
る
意
見
書

建
設
業
従
事
者
の
ア
ス

ベ
ス
ト
被
害
者
の
早
期

救
済
・
解
決
を
求
め
る

意
見
書

意

見

書

　

定
例
会
最
終
日
に
、
左
記
の
意
見

書
の
ほ
か
、
「
ダ
ン
ス
規
制
（
風
営

法
）
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書
」
、

「
副
反
応
事
例
が
多
発
し
て
い
る
子

宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業
の
精

査
・
検
証
と
副
反
応
被
害
者
に
対
す

る
救
済
体
制
を
整
え
る
こ
と
を
求
め

る
意
見
書
」
を
上
程
し
、
原
案
の
と

お
り
可
決
し
ま
し
た
。
な
お
、
可
決

し
た
意
見
書
は
、
関
係
機
関
に
送
付

し
ま
し
た
。

「やしお市議会だより」は、新聞折り込みでお届けしています。市役所、八潮駅、お近くの公共施設などでもお受け取りになれます。


